
事業名 事業内容 対象者 助成額

紙おむつ助成事業 紙おむつ、尿とりパット等購入の助成
・要介護２から５
・介護保険施設に入所していない
・本人所得が２００万円未満

購入金額の９割
上限５万円/年

訪問理美容サービス事業
在宅理美容サービス費用の助成
【６回/年（２か月で１回）】

・要介護３以上の寝たきり状態又は認知症の所定の
状態
・身体障害者手帳１級（内部障がい除く。）

上限3,000円/回

緊急通報システム事業
緊急時にボタンを押すだけで通報センターか
ら消防署等に通報されるシステムの設置補助

・満６５歳以上のひとり暮らし
・満７５歳以上のみの世帯
・日中又は夜間において、長時間にわたり独居状態
となる身体障害者手帳１～２級

個人負担額
１か月あたり230円程度

寝具・洗濯乾燥事業

対象者の家庭に集配し、ふとん、毛布の洗濯
乾燥を行う
【１人１回につき各寝具１枚かつ合計３枚ま
で】

・満６５歳以上のひとり暮らし
・満７５歳以上のみの世帯
・満６５歳以上で、要介護３以上の寝たきり状態又
は認知症の所定の状態
・身体障害者手帳１～２級

個人負担額
掛け布団・敷き布団310円/枚
羽毛布団380円/枚
毛布80円/枚

家具転倒防止事業
家具転倒防止器具の取り付け
【タンス、食器棚、書棚、冷蔵庫、テレビな
ど合計４点まで】

・満６５歳以上のひとり暮らし
・満７５歳以上のみの世帯
・要介護３から５
・身体障害者手帳１～２級
・療育手帳Ｂ判定以上
・精神障害者保健福祉手帳１～２級

個人負担額
家具１点につき、1,000円を超
えた分の器具代

高齢者防犯対策事業
玄関前等に、センサーライトの取り付け
【１世帯１個を１回限り】

・満６５歳以上のひとり暮らし
・満７５歳以上のみの世帯

個人負担額
事業に要した費用の１割
（1,200円～1,800円程度）

高齢者住宅改修事業

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修
工事費の補助
【１建物につき１回。介護保険制度の住宅改
修を優先】

以下のいずれにも該当する人
・満６５歳以上
・改修する建物に住民登録されている人
・本人及び同居人が市民税非課税

対象工事費（上限３０万円）の
９割

高齢者の在宅介護事業、日常生活支援事業一覧


